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Ⅰ．はじめに

　国際会計基準審議会（IASB）は、2015 年に
開始した IFRS 第 2 号「株式に基づく報酬」

（以下「IFRS 第 2 号」という。）に関するリ
サーチ・プロジェクト（以下「本リサーチ・プ
ロジェクト」という。）を終了し、2018 年 10
月 31 日にプロジェクト・サマリー「株式に基
づく報酬─会計処理の複雑性の原因に関するリ
サーチ」（以下「本プロジェクト・サマリー」
という。）を公表した。本稿では、本プロジェ
クト・サマリーが公表された背景及び概要につ
いて解説する。なお、本文の意見にわたる部分
は、筆者の私見であることを申し添えておく。

Ⅱ ．本プロジェクト・サマリー公
表の背景

　2011 年のアジェンダ協議において、多くの
コメント提出者、特に財務諸表作成者から、次
のようなコメントが寄せられた。
・株式に基づく報酬の会計処理は複雑である。
・IFRS 第 2 号は解釈が困難であった。このこ

とが、IFRS 解釈指針委員会に多くの要望書

が寄せられることにつながった。
　これを受けて、IASB は本リサーチ・プロ
ジェクトを 2015 年及び 2016 年に実施し、提起
された IFRS 第 2 号適用時の複雑性の問題につ
いて、それらの原因を検討した。
　2016 年 5 月に、IASB は本リサーチ・プロ
ジェクトの検出事項及び利害関係者からの
フィードバックについて、レビューを完了し
た。このレビューの目的は、IASB が IFRS 第
2 号の改訂を検討すべきかどうか評価すること
にあった。IASB は、収集した情報と事実を考
慮し、IFRS 第 2 号の改訂及び追加作業は必要
ないと結論づけた。
　本プロジェクト・サマリーは、IASB スタッ
フによって IASB ボード会議のために作成され
た資料及び IASB ボード会議における当該資料
に関する議論の内容を要約したものであり、本
リサーチ・プロジェクトの作業を可視化し、検
索できるようにするものである。本プロジェク
ト・サマリーは現行の IFRS の要求事項を変更
するものではなく、新たな要求事項を追加する
ものではない。
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Ⅲ ．本プロジェクト・サマリーの
概要

　本プロジェクト・サマリーの構成は、次のと
おりである。
⑴　概要（At a glance）
⑵　情報源1

⑶　リサーチによる検出事項
⑷　リサーチによる検出事項に対するフィード

バック及び結論
⑸　付録 A─IFRS 第 2 号の測定モデル
⑹　付録 B─IFRS 第 2 号で要求される情報は

財務諸表利用者に何を伝えるか？
⑺　付録 C─他の IFRS 基準及び他のプロジェ

クト
　以下では、本プロジェクト・サマリーの概要
を説明する。

1．本リサーチ・プロジェクトの目的
　本リサーチ・プロジェクトは、次の 3 つを目
的としていた。
⑴　株式に基づく報酬の会計処理に関して、複

雑性が最も多くみられる領域及び主要な原因
を識別すること

⑵　IFRS 第 2 号に関する解釈上の要望書が多
く寄せられた理由を分析すること

⑶　この領域において財務報告上の問題がある
かどうか、問題がある場合には、どのように
対処すべきか判断すること

2．リサーチ結果の概要
　本プロジェクト・サマリーでは、2015 年 11
月の IASB 会議に提出された IASB スタッフ・
ペーパー「現時点のリサーチに関する報告」

（以下「2015 年 11 月報告書」という。）が本リ
サーチ・プロジェクトの主要な成果物であると
しており、同報告書の内容を参照する形式を
取っている。2015 年 11 月報告書は、株式に基
づく報酬の会計処理の複雑性について、次の 2
つの主要な原因を特定した。
⑴　株式に基づく報酬の取決めの多様性及び複

雑性
⑵　持分決済型の株式に基づく報酬で採用され

ている会計モデル（付与日における公正価値
を基礎として測定する会計モデル、以下「付
与日公正価値測定モデル」という。）が有す
るいくつかの特徴

　2015 年 11 月報告書は、開示についてもコメ
ントしている。

（株式に基づく報酬の取決めの多様性及び複雑
性）
　企業は、さまざまな目的を達成するために、
特定の方法で株式に基づく報酬をストラクチャ
リングすることが多い。これらの目的には、経
営幹部や従業員等のパフォーマンスや組織定着
率の向上を意図したインセンティブを付与する
ことや、特定の会計上の帰結を達成することが
含まれる。特定の会計上の帰結には、株式報酬
費用の金額やそのボラティリティを最小化した
り、費用の認識時期を遅らせたりすることが含

1 　本プロジェクト・サマリーでは、次の 7 項目がリサーチによる検出事項の情報源であるとしている。
　⑴　2011 年のアジェンダ協議に対する回答のレビュー
　⑵　IFRS 解釈指針委員会に寄せられた IFRS 第 2 号に関連する要望書のレビュー
　⑶　会計事務所における会計及び評価に関する専門家とのディスカッション
　⑷　財務諸表利用者とのディスカッション
　⑸　米国の会計基準設定主体（FASB）による株式に基づく報酬に関連する作業のレビュー
　⑹　フランスの会計基準設定主体（ANC）が 2010 年に作成したペーパーのレビュー
　⑺　実務において提供される開示のレビュー
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まれる。
　これらの目的を達成するような株式に基づく
報酬の契約条件は、多様であり複雑である。こ
の多様性及び複雑性が、関連する会計処理の複
雑性に大きく影響することとなる。本プロジェ
クト・サマリーでは、株式に基づく報酬取引の
契約条件の多様性及び複雑性から生じる複雑性
を会計基準が取り除くことはできないとして
いる。

（付与日公正価値測定モデルの複雑性）
　本リサーチ・プロジェクトは、実務上、企業
における IFRS 第 2 号適用上の問題のほとんど
は、株式又は株式オプションで決済する株式に
基づく報酬（すなわち、持分決済型の株式に基
づく報酬）について採用される付与日公正価値
測定モデルの特徴から生じることを検出した。
適用上の問題には、次のような内容が含ま
れる。
⑴　株価の変動が、持分決済型の株式に基づく

報酬の会計処理に影響しないのがなぜなの
か、理解が困難であること。持分決済型の株
式に基づく報酬の会計処理は、企業が最終的
に報酬を支払う際に発行しなければならない
資本性金融商品に関して、付与日後の価格変
動を反映しない。対照的に、現金決済型の株
式に基づく報酬は、企業が最終的に支払わな
ければならない現金の金額に影響を及ぼすた
めに、付与日後の当該価格変動を会計処理に
反映する。2015 年 11 月報告書は、持分決済
型の株式に基づく報酬について、付与日後の
価格変動を会計処理しないことについて、次
のとおり説明している。
①　支払時に資本性金融商品を発行して決済

しなければならないその他の義務に関する

会計処理とも整合する。
②　受領したサービスの価値が付与日後の株

価の変動に合わせて変動しない可能性が高
いという事実が会計処理に反映される。

⑵　株式に基づく報酬の条件について、「権利
確定条件」及び「権利確定条件以外の条件」
の分類が複雑であること。IFRS 第 2 号は、
権利確定条件及び権利確定条件以外の条件に
ついて、株式に基づく報酬の測定時に取扱い
が異なるいくつかの種類を特定している。そ
れらの種類ごとに異なる取扱いをすること
は、その結果として得られる情報の有用性が
増すという長所2 もあるが、複雑性の原因と
もなる。本リサーチ・プロジェクトは、この
複雑性を大幅に緩和するためには、抜本的な
変更が必要であり、当該変更は次のような影
響があることを検出した。
①　付与日公正価値測定モデルの長所が無効

になる。
②　支払時に資本性金融商品を発行して決済

しなければならないその他の義務に関する
会計処理において行われる負債と資本の区
分と整合しなくなる可能性がある。

⑶　持分決済型の株式報酬を変更するいくつか
の行為に対して、一見すると直観に反する結
果となること。2015 年 11 月報告書では、取
り消された株式に基づく報酬の株式報酬費用
の認識を継続し、株式に基づく報酬の不利な
条件変更について株式報酬費用の戻入れを行
わないなど、利害関係者が直観に反すると感
じる結果について、IFRS 第 2 号の結論の背
景にある、これらの項目へのアプローチに関
する説明の要約とともに記載している。

2 　本リサーチ・プロジェクトの分析に基づく付与日公正価値測定モデルの長所については、後述の「4．IFRS 第
2 号の測定モデル」の「付与日公正価値測定モデルの複雑性及び長所」を参照。
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（開示の量）
　2015 年 11 月報告書は、IFRS 第 2 号のため
に企業は財務諸表において過剰な情報を開示し
ているとする批判について検討している。検討
の結果、次のような主な結論に至っている。
⑴　株式に基づく報酬に関する開示の平均的な

長さは、サンプルとした企業では 2.5 ページ
から 3 ページであった。

⑵　開示の長さの原因となる主な要素は次のと
おりである。
①　企業が運営する株式に基づく報酬の取決

め（すなわち、スキーム）の数
②　企業が当該株式に基づく報酬の情報を個

別に開示するか、又は IFRS 第 2 号が認め
るように、概ね同じ内容の株式に基づく報
酬の取決めを合算して開示するか。

⑶　IFRS 第 2 号及び 2014 年の IAS 第 1 号「財
務諸表の表示」に対する改訂は、企業が株式
に基づく報酬の情報をどのように開示できる
かという点に適合する柔軟性を与えている。
したがって、企業は、どの情報が重要であ
り、重要であるために開示しなければならな
いかを判断し、決定することができる。2017
年に、IASB は実務記述書第 2 号「重要性の
判断の行使」を公表し、このような判断に関
するガイダンスを提供している。

3．リサーチ結果に対するフィードバック及び
結論

（リサーチ結果に対するフィードバック）
　IASB はリサーチ結果に対するフィードバッ
クを次のとおり入手した。
⑴　2016 年 3 月世界作成者フォーラム
（GPF）及び 2016 年 4 月会計基準アドバイ
ザリー・フォーラム（ASAF）

　世界作成者フォーラム（GPF）及び会計基準
アドバイザリー・フォーラム（ASAF）のメン
バーは、本リサーチ・プロジェクトのリサーチ

結果に基本的に同意し、IASB に次のような方
向性を示した。
①　IASB は追加のリサーチを実施すべきでは

ないこと
②　IASB は付与日公正価値測定モデルの再検

討をすべきではないこと
⑵　2015 年のアジェンダ協議
　2015 年のアジェンダ協議に対するコメント
提出者のほとんどが、株式に基づく報酬の作業
は優先順位が低い又は中程度でしかないと考え
ていた。コメントは次のようなものであった。
①　ほとんどの適用上の問題は、IFRS 第 2 号

が 2004 年に公表された以後に解決されて
いる。

②　概して、IFRS 第 2 号は機能していると考
えられる。

（結　論）
　2016 年 5 月に、IASB は 2 番目の IASB ス
タッフ・ペーパーである「プロジェクト・アッ
プデート及びアジェンダ協議のフィードバッ
ク」に記載された前述のフィードバックのレ
ビューを実施し、収集した情報と事実と合わせ
て考慮した結果、次のとおり結論づけた。
・IFRS 第 2 号改訂の必要性を強く示唆するよ

うな重要な財務報告上の問題は認められな
かった。

・この論点に関して、追加のリサーチを実施し
たり、追加のフィードバックを利害関係者に
求めたりする必要性は認められなかった。

4．IFRS第 2号の測定モデル
　本プロジェクト・サマリーの付録 A に、
IFRS 第 2 号で採用する測定モデルに関する背
景情報として、従業員を対象とする株式に基づ
く報酬取引に的を絞った要約が示されている。
　IFRS 第 2 号は、2 つの株式に基づく報酬取
引の類型を示している。
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・持分決済型：企業は株式や株式オプションと
いった資本性金融商品を発行し財又はサービ
スの対価を支払う。
・現金決済型：企業は現金で財又はサービスの

対価を支払うが、支払われる金額が当該企業
の発行する資本性金融商品の価格によって決
定する。

（持分決済型の株式に基づく報酬取引の測定の
概要）
　持分決済型の株式に基づく報酬取引は、付与
日の株価又は株式オプション価格を反映する。
付与日は企業及び株式（又は株式オプション）
の受領者（例えば、従業員）が取決めに合意
し、当該契約条件について理解を共有する日で
ある。
　持分決済型の株式報酬は、付与日後の株価又
は株式オプション価格の変動を反映するような
測定の更新を行わない。これは、次の理由に
よる。
・株価又は株式オプション価格の変動によっ

て、受領した財又はサービスの価値は変動し
ない。
・当該取扱いは、企業が現金を対価として発行

する他の資本性金融商品（例えば、多くの新
株予約権（share warrants））を取り扱う方
法と整合する。企業は価格が変動してもそれ
らの資本性金融商品の測定を更新しない。

　多くの持分決済型の株式に基づく報酬には、
勤務条件及びその他の権利確定条件（例えば、
特定年数の勤務要件）、又は権利確定条件以外
の条件（例えば、特定の目標を達成する要件）
が課されている。IFRS 第 2 号は、条件の種類
によって異なる会計上の取扱いを求めている。
　見積りの変更によって持分決済型の株式報酬
の測定を更新する場合、この測定の変更の影響
は従業員の勤務サービスに対する報酬費用の一
部として、純損益に含めて報告される。

（付与日公正価値測定モデルの複雑性及び長所）
　IFRS 第 2 号が持分決済型の株式に基づく報
酬取引について採用している付与日公正価値測
定モデルは、測定に用いるインプットの一部に
ついて更新するものの、インプットのすべてに
ついては更新しない。このように混合する取扱
いが会計処理の複雑性を引き起こす要因となっ
ているが、次のような長所も認められている。
⑴　インプットの更新を行うことが財務諸表利

用者に有用な情報を提供し、当該情報の便益
（benefits）が関連するコスト（cost）を上回
ると IASB が結論を出したケースにおいて、
測定の更新が行われること。更新後の見積り
を使用する例として、一定年数の勤務を要求
する権利確定条件を満たす従業員の人数の見
積りがある。

⑵　企業の株価変動などを反映するような測定
の更新を行わないこと。当該取扱いは、企業
が現金を対価として発行する他の資本性金融
商品を取り扱う方法と整合している。

（現金決済型の株式に基づく報酬取引の測定の
概要）
　現金決済型の株式に基づく報酬取引では、現
金の支払金額が企業の発行する資本性金融商品
の価格によって決定される。当該現金を支払う
べき負債は、この資本性金融商品の価格を反映
するように測定される。その結果として行われ
る測定は、次の項目を反映すべく各報告日に更
新される。
・現金支払金額を決定する資本性金融商品の価

格変動
・現金決済型の株式に基づく報酬に課されるす

べての条件に関する、現金支払金額に与える
影響の見積りの更新

　現金決済型の株式に基づく報酬における負債
の測定の変動の影響は、従業員の勤務に関する
報酬費用の一部として純損益に含めて報告さ
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れる。

（従業員を対象とする株式に基づく報酬の IFRS
第 2号に基づく会計処理の概要）
　表 1 に、持分決済型及び現金決済型の株式に

基づく報酬取引の会計処理に関する要求事項を
要約している3。

5．IFRS第 2号において要求されている情報
が財務諸表利用者に何を伝えるか4

（従業員が提供する勤務サービスのコスト）
　本プロジェクト・サマリーの付録 B では、
IFRS 第 2 号に基づく情報が財務諸表利用者に
伝える情報に関する背景情報がまとめられてい
る。従業員が当期に提供した勤務サービスに対
して認識する報酬費用の情報は、対価の支払が
現金によるか株式の発行によるかにかかわら
ず、将来期間に従業員が提供する勤務サービス
のコストを財務諸表利用者が見積る一助とな
る。したがって、当該情報は、経済的な意思決
定を行い、経営者の受託責任を評価する上で目
的適合的である。本リサーチ・プロジェクトで
得られたフィードバックは、ほとんどの利害関
係者は当該情報が財務諸表利用者にとって目的
適合的であることに同意することを示して

いた。
　希薄化後 1 株当たり利益の算定に使用する分
母には、従業員を対象とする当該株式報酬が権
利確定した場合に生じる潜在的な将来の希薄化
を反映済みのため、当期の従業員による勤務
サービスに対するコストを費用に含めると、二
重計上になるため、当該コストは費用に含める
べきではないとする意見も聞かれた。しかしな
がら、本リサーチ・プロジェクトは、二重計上
が生じないことについて、次のように確認
した。
⑴　株式に基づく報酬による影響は、基本的 1

株当たり利益及び希薄化後 1 株当たり利益の
両者を算定する分子である利益に共通して含
まれていること

⑵　将来従業員が株式オプションを行使するこ
とによる潜在的な将来の希薄化によって、希

3 　簡略化のため、この表は従業員との取引に的を絞って作成されている。
4 　簡略化のため、従業員との取引に的を絞った検討が行われている。

表 1　従業員を対象とする株式に基づく報酬取引の IFRS第 2号に基づく会計処理

持分決済型 現金決済型

勤務サービスを受領した時に報酬費用を認識するか 認識する 認識する

勤務サービスを受領した時に支払義務を認識するか 資本として認識する 負債として認識する

事後測定の基礎となる公正価値の時点 付与日 報告日

付与日後、企業の株価の変動が義務及び受領した勤務サービ
スに対する報酬費用の測定に影響するか

影響しない 影響する

支払に条件が課されており、付与日後に当該条件が満たされ
るかどうかに関する見積りの変更がある場合、義務及び受領
した勤務サービスに対する報酬費用の測定に影響するか

一部の条件が影響す
る

すべての条件が影響
する
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薄化後 1 株当たり利益の分母（希薄化後の株
式数）は増加するが、当該分母は当期の従業
員による勤務サービスに対するコストを反映
しないこと

（従業員により既に提供済みの勤務サービス対
する現金の支払義務）
　現金決済型の株式報酬の負債として報告する
金額は、従業員により既に提供済みの勤務サー
ビスに対して支払われるべき現金の最新の見積
りを反映する。

6．他の IFRS基準及び他のプロジェクト
　表 2 は、本プロジェクト・サマリーの付録 C
において、IFRS 第 2 号と他の IFRS 基準の比
較及び IASB の他のプロジェクトによる影響を
まとめたものである。

表 2　他の IFRS基準及びプロジェクト

IAS 第 19 号
「従業員給付」

IAS 第 19 号は、年金費用を当期
勤務費用及び過去勤務費用の再測
定に分割する。2015 年 11 月報告
書は、IFRS 第 2 号において、現
金決済型又は持分決済型の株式報
酬取引に、このような分割を要求
し な い こ と に つ い て 留 意 し て
いる。

「資本の特徴
を有する金融
商品」に関す
るリサーチ・
プロジェクト

（以下「FICE
プ ロ ジ ェ ク
ト」という。）

FICE プロジェクトは IAS 第 32
号「金融商品：表示」の範囲内の
金 融 商 品 に 的 を 絞 っ て お り、
IASB は当該プロジェクトの結果
を受けて IFRS 第 2 号を改訂する
ことは想定していない。しかしな
がら、FICE プロジェクトで探求
したアプローチが株式に基づく報
酬取引にも適用されるとした場
合、次のように考えられる。
・持分決済型の株式に基づく報酬

取引が提供する情報において、
付与日後における企業の株価変
動による影響が明瞭となり、現

　金決済型の株式に基づく報酬と
の比較可能性が向上する可能性
がある。
・株式に基づく報酬取引に、持分

決済型と現金決済型の分類が変
更となるものが生じる可能性が
ある。


